
 

 
 

職 員 の 処 分 に つ い て（その２） 

 

宮城県教育委員会は、下記のとおり処分を行いましたので、懲戒処分等の公表

基準（平成１２年４月１日施行）により、お知らせします。 

 

記 

１  発生年月日 

  令和７年８月１５日 

 

２ 所属の所在地区 

  大崎・栗原地区 

 

３ 所属の種別 

  高等学校 

 

４  年齢 

  ２７歳 

 

５  管理職、一般職の別 

  一般職 

 

６  教育職員と教育職員以外の別 

    教育職員 

 

７  事件・事故の概要 

宮城県迫桜高等学校 教諭 桐
きり

澤
さわ

 悠生
ゆ う き

は、令和７年８月１５日、仙台市内

の飲食店で飲酒した後、自宅へ帰宅するために自家用車を運転し、午後１１時

３０分頃、その道中において自損事故を起こした。 

その後、現場を訪れた警察官から呼気検査を受け、基準値以上のアルコール

が検出された。 

 

８ 処分内容 

  懲戒処分として「免職」 

 

９  処分年月日 

    令和７年１０月２３日 

 

10 管理監督責任 

管理職１人 文書厳重注意 

記 者 発 表 資 料 

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 

教 育 庁 教 職 員 課 

担当：佐々木 内線３６３０ 


